
22令和元年８月号

　市民有志により復活した市民祭りが、今回で10回目を迎え、７月７日、うたみん駐車場で開催
されました。歌志内弥六太鼓の演奏で始まり、子どもみこしやものまねステージショー、よさこ
い演舞などが行われ、最後は石炭みこしが会場を練り歩いた後、宮入とともに打ち上げられた花
火に、来場者から大きな拍手が沸き起こりました。

第10回 うたしない市民祭り
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　市では、消費税・地方消費税率引き上げが低所得者や子育て世帯の消費に与える影響を緩和す
るとともに、地域における消費喚起・下支えすることを目的として、プレミアム付商品券事業を
実施します。くわしくは、広報７月号をご覧ください。

～申請を受け付けます～申請を受け付けます～～

歌志内市プレミアム付商歌志内市プレミアム付商品品券券
▼購入対象者

　歌志内市に住所を有し、

　①令和元年度市民税非課税者（課税基準日：平成３１年１月１日）

　　※市民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護被保護者などを除く。

　②平成２８年４月２日から令和元年９月３０ 日までの間に生まれた子が属する世帯の世帯主

　　※①と②両方に該当する方は、どちらも購入対象者となります。

　　「購入対象者①」の方で、商品券の購入を希望される方は、申請の手続きが必要です。

　　該当すると思われる方には、７月下旬に申請書を郵送していますので、必要事項を記入のうえ、１１月

２９日（金）までに保健福祉課へ申請してください。

　　なお、下記の日時に申請書受付の臨時窓口も開設しますので、ご利用ください。

【交付日程と交付場所】

対象地区場　　所時　　間日　付

市内全地区

上歌ストックヤード９：００～１０：００

８月７日（水）
東光地区集会所１０：３０～１１：３０

歌神地区集会所１３：３０～１４：３０

うたみん１５：００～１６：００

老人福祉センター９：００～１０：００

８月８日（木）
道の駅「うたしないチロルの湯」１０：３０～１１：３０

文珠第三町内会館１３：３０～１４：３０

社会福祉協議会１５：００～１６：００

保健福祉課窓口（市役所２階）８：３０～１７：１５８月９日（金）以降

▼持参するもの

　・申請書（印鑑は不要です。申請書に署名していただきます）

　・本人確認ができるもの（健康保険証、介護保険証、運転免許証など）

　　※本人が来ることができない場合は、必ず代理人の本人確認ができるものを持参してください。

▼その他

　・提出いただいた申請書は、審査のうえ、購入引換券を発送します（９月上旬予定）。

　・「購入対象者②」の方は、申請書の手続きは不要です。９月上旬に購入引換券を発送します。

■申請手続等（プレミアム付商品券の購入を希望される方）

　　　　　　　　　　　　　　　〈問い合わせ　福祉事業グループ　市役所２階緯４２～３２１３〉
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8月中旬に「令和元年度介護保険料決定のお知らせ」を発送します。

　介護保険制度は、国や道、市町村が負担する「公費」と、皆さんが納める「介護保険料」

を財源として運営しています。

　介護保険料の額は、皆さんが住み慣れたまちで、いつまでも安心して暮らせるように、介

護保険サービスがどれくらい必要になるのかを見込んで介護保険事業計画を策定し、決定

しています。この計画は３年ごとに見直しを行うことになっており、今年度から新しい保

険料基準額に変更となります。

介護保険料基準額：年額６２，４００円（月額５，２００円）

年間保険料額算定基準対　　象　　者段　階

２３，４００円基準額×0.37５
・生活保護の受給者
・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者、または
　前年の合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の方

第１段階

３９，０００円基準額×0.６２５
・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年
　金収入額が１２０万円以下の方第２段階

４５，２４０円基準額×0.７２５・世帯全員が市民税非課税の方（第１、２段階以外の方）第３段階

５６，１６０円基準額×0.９
・本人が市民税非課税（世帯の中に課税されている方がいる）
　で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の方第４段階

６２，４００円基準額
・本人が市民税非課税（世帯の中に課税されている方がいる）
　で、第４段階以外の方第５段階

７４，８８０円基準額×１.２
・本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が
　１２０万円未満の方第６段階

８１，１２０円基準額×１.３
・本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が
　１２０万円以上２００万円未満の方第７段階

９３，６００円基準額×１.５
・本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が
　２００万円以上３００万円未満の方第８段階

１０６，０８０円基準額×１.７
・本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が
　３００万円以上５００万円未満の方第９段階

１１２，３２０円基準額×１.８
・本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が
　５００万円以上の方第１０段階

■所得の申告をお忘れなく

　空知中部広域連合では介護保険法に基づき、構成市町から皆さんの所得情報

を得て本人と世帯員の市民税の課税状況と所得等を基に介護保険料を算定して

います。

　所得が未申告ですと正しい介護保険料の算定ができません。未申告の方はお

住まいの市民税担当窓口へ所得の申告をお願いします。

■介護保険料が未納だと・・・

　介護保険料の納め忘れがあると、未納期間に応じて、介護サービスを利用し

ようとするときに給付に制限を受けます。必ず納期限内に納めてください。

問い合わせ　空知中部広域連合事務局介護保険係（ 緯６６～２１５２）

空知中部広域連合か空知中部広域連合からら

　65歳以上の皆さん65歳以上の皆さんのの
介護保険料が変わりま　　　　  介護保険料が変わりますす

空知中部広域連合から

　65歳以上の皆さんの
　　　　  介護保険料が変わります



55 令和元年８月号

▼募集職種及び採用予定数　一般職　若干名

▼受験資格　　　　　　　　平成２年４月２日以降生まれで、学校教育法に基づく高等学校以上を卒

　　　　　　　　　　　　業または令和２年３月卒業見込みの方

▼受験できない方　　　　　①日本国籍を有しない方

　　　　　　　　　　　　　②地方公務員法第16条の欠格条項に該当する方

　　　　　　　　　　　　　・禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を

　　　　　　　　　　　　　　受けることがなくなるまでの方

　　　　　　　　　　　　　・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立し

　　　　　　　　　　　　　　た政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、

　　　　　　　　　　　　　またはこれに加入した方

▼試験　　　【第一次試験】　日　　程：９月22日（日）

　　　　　　　　　　　　　試験内容：教養試験、事務適性検査、性格診断検査、職場適応性検査、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小論文

　　　　　　　　　　　　　結果通知：10月中旬（予定）

　　　　　　【第二次試験】　日　　程：11月上旬（予定）

　　　　　　　　　　　　　試験内容：面接

　　　　　　　　　　　　　結果通知：11月下旬（予定）

▼提出書類　　　　　　　　①市が交付する受験申込書、履歴書及びエントリーシート

              　　　　　　　　　　（市ホームページからダウンロードできます）

　　　　　　　　　　　　　②成績証明書（最終学歴のもの）

　　　　　　　　　　　　　③卒業（見込）証明書（最終学歴のもの）

　　　　　　　　　　　　　④資格免許証の写し

　　　　　　　　　　　　　⑤身体障害者手帳の写し

　　　　　　　　　　　　　⑥郵便はがき１枚（受験者の住所、氏名を記載したもの）

▼募集期間　　　　　　　　８月１日（木）～８月３０日（金）必着

　　　　　　　　　　　　　※受け付けは、土･日曜日、祝祭日を除く８時30分から17時15分まで

▼採用条件　　　　　　　　採用後、市内に居住できる方

▼その他　　　　　　　　　一般職（身体に障がいのある方）、保健師についても随時募集を行っています。

　　　　　　　　　　　　　くわしくは市ホームページをご確認ください。

▼応募・問い合わせ　　　　庶務グループ（３階 緯４２～３２１２）
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戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦後後後後後後後後後後後後後後後後７７７７７７７７７７７７７７７７４４４４４４４４４４４４４４４４戦後７４年年年年年年年年年年年年年年年年年

未未未未未未未未未未来来来来来来来来来来未来ののののののののののの平平平平平平平平平平和和和和和和和和和和平和ををををををををををを願願願願願願願願願願願っっっっっっっっっっっててててててててててて

　今から７４年前の昭和２０年８月、広島市と長崎市

に相次いで原子爆弾が投下され、我が国は世界で

唯一の被爆国となりました。また、８月１５日は第

二次世界大戦が終結した日です。

　戦後７４年を経て、我が国は目覚ましい復興を遂

げ、平和で豊かな社会を築き今日を迎えています。

　しかし、この繁栄と平和は、先の大戦での尊い犠

牲のうえに成り立っていることを忘れてはなり

ません。

　今日ある平和な社会を将来にわたって維持し

ていくためには、過去の悲惨なできごとを忘れる

ことなく、確実に未来へ伝えていくことが大切で

す。

　私たちも、犠牲者の冥福と全世界の恒久平和を

祈り、誓いを新たに次の日時に黙とうを捧げまし

ょう。

▼原爆が投下された日

・８月６日（火）８時１５分

・８月９日（金）１１時２分

▼終戦記念日

・８月１５日（木）正午

■原爆投下の日・終戦記念日に黙と■原爆投下の日・終戦記念日に黙とううをを

　北方領土は、北海道本島の北東の洋上に連なっ

ている、「歯舞群島」、「色丹島」、「国後島」、「択捉島」

の四島で、面積は千葉県の広さにほぼ匹敵し、我

が国民が父祖伝来の地として受け継いできた土

地です。

　歴史的に見ても領土問題の解決には、長い時間

と労力が必要ですが、四島を開拓した先人の努力

とふるさとを想う元島民の方たちの願いを無駄

にしないためにも、次代を担う青少年の領土問題

への正しい理解と関心を高めること、また、日本

の北方領土返還要求の正当性を世界各国に訴え、

返還に向けた良好な国際環境を作りあげるため、

国際世論への呼びかけを続けることが必要です。

　毎年８月を北方領土返還要求運動強調月間と

し、各地で領土返還についての啓発事業や大会の

開催、署名活動などが行われていますので、返還

要求運動へのご理解、ご協力をお願いします。

■戦没者顕彰■戦没者顕彰碑碑

　歌志内公園には「戦没者顕彰碑」があります。

　この顕彰碑は、世界の恒久平和を祈念し、歌志

内市遺族会により平成１０年９月に設置されたも

のです。５９９柱の戦没者の名前が刻印されている

黒御影石は、戦没されたかたがたを一体観にして

『人』という字を表し、上部の両手により支えられ

ている球状の黒御影石は地球を表し、全世界の恒

久の平和を願う意味で戦没者の両手が「地球」を

支えていることを表現しています。 

　また、両手の下の台座には七つの海の荒波と鳩

を彫刻し、郷土、歌志内より世界に向かって荒波

を乗り越え、平和のシンボルである鳩に『平和』

を伝承してもらいたいとの願いが込められてい

ます。

　顕彰碑の建立脇にはタイムカプセルが埋設さ

れており、当時から換算し１００年後の２０９８年に、

開示されることとなっています。このタイムカ

プセルには、戦争という悲劇を風化させることなく、

認識をしていただけるようにとの期待も込めて

います。

　たくさんの方の平和への願いが込められた顕

彰碑まで足を運び、平和についてあらためて考え

てみませんか。
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  ‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

　戦争や平和に関する図書・ＤＶＤを集めた「平

和図書コーナー」を設けます。

　この機会に、戦争や平和について考えてみま

せんか。

▼ 期　間　８月２９日（木）まで

▼ ところ　うたみん

平和図書コーナー開平和図書コーナー開設設

■■８月は北方領土返還要求運動強調８月は北方領土返還要求運動強調月月間間

戦没者顕彰碑



77 令和元年８月号

▼
周
囲
よ
り
低
い
土
地
で
水
が
集

ま
っ
て
く
る
場
所
が
な
い
か

▼
河
原
な
ど
で
急
に
水
か
さ
が
増

す
こ
と
は
な
い
か

▼
過
去
に
水
害
が
起
き
て
い
な
い

か
　
夏
に
な
る
と
発
達
し
た
積
乱
雲
が
現
れ
ま
す
。
こ
の
雲
は
、
短
い
時

間
で
狭
い
地
域
に
、
バ
ケ
ツ
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
な
雨
を
降
ら
せ

る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
雨
を
「
局
地
的
大
雨
」
と
言
い
ま
す
。
局

地
的
大
雨
は
、
雨
水
が
集
ま
る
川
や
、
周
囲
よ
り
低
い
土
地
な
ど
で
は
、

急
激
に
水
か
さ
が
増
え
た
り
浸
水
す
る
な
ど
し
て
、
総
雨
量
が
少
な
く

て
も
わ
ず
か
十
数
分
で
危
険
な
状
態
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。　
局

地
的
大
雨
に
よ
る
災
害
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
、
次
の
こ
と
に
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
雷
注
意
報
が
発
表
さ
れ
て
い
る

と
き
は
要
注
意

▼
真
っ
黒
い
雲
が
近
づ
き
周
り
が

急
に
暗
く
な
っ
た
り
、
雷
鳴
が

聞
こ
え
る
、
雷
光
が
見
え
る

▼
川
の
水
か
さ
が
増
え
る
、
濁
る
、

落
ち
葉
や
流
木
な
ど
が
流
れ
て

く
る
と
き
は
、
上
流
で
大
雨
に

な
っ
て
い
ま
す

※
市
指
定
の
避
難
所
や
緊
急
避
難

場
所
へ
の
避
難
に
つ
い
て
は
、

「
歌
志
内
市
防
災
マ
ッ
プ
」
を

見
て
、
避
難
す
る
場
所
と
経
路

を
決
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

▽
テ
レ
ビ
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
（
３
チ
ャ
ン

ネ
ル
）
を
選
択
し
、
テ
レ
ビ
リ

モ
コ
ン
の
『
ｄ
』
ボ
タ
ン
を
押

し
ま
す
。
デ
ー
タ
放
送
の
メ
ニ

ュ
ー
が
表
示
さ
れ
、
最
新
の
気

象
情
報
や
市
の
発
表
す
る
避
難

情
報
な
ど
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

▽
市
が
、
災
害
情
報
を
発
表
し
た

際
に
、
市
内
各
所
に
設
置
し
て

い
る
ス
ピ
ー
カ
ー
や
広
報
車
の

ス
ピ
ー
カ
ー
で
情
報
を
伝
え
ま

す
。
家
の
中
で
雨
音
な
ど
に
よ

り
内
容
が
聞
き
取
り
づ
ら
い
場

合
は
、
専
用
番
号
（
緯
４
２
～

５
５
７
７
）
に
お
か
け
い
た
だ

き
ま
す
と
、
消
防
有
線
放
送
で

放
送
し
た
内
容
を
再
度
聞
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。

▽
下
記
の
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
読

み
取
り
、
北

海
道
防
災
情

報
の
ペ
ー
ジ

（h
ttp
:/
/
i.b
o
u
s
a
i-h
o
k
k

a
id
o
.jp
/

）
か
ら
メ
ー
ル
配
信

登
録
を
し
て
お
く
と
、
市
が
避

難
情
報
な
ど
を
発
表
し
た
際
に

メ
ー
ル
が
配
信
さ
れ
ま
す
（
サ

ー
ビ
ス
は
無
料
で
す
が
、
通
信

料
は
利
用
者
負
担
と
な
り
ま

す
）
。

▼
問
い
合
わ
せ
　
庶
務
グ
ル
ー
プ

（
市
役
所
3
階
緯
４
２
～
３
２

１
２
）

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

空
や
川
の
変
化
の
様
子

空
や
川
の
変
化
の
様
子
をを

確
認
し
ま
し
ょ

確
認
し
ま
し
ょ
うう

日
ご
ろ
か
ら
近
所
の
様
子

日
ご
ろ
か
ら
近
所
の
様
子
をを

確
認
し
ま
し
ょ

確
認
し
ま
し
ょ
うう

悪
天
候
の
際
は

悪
天
候
の
際
は
、、
情情
報
収
集

報
収
集

を
し
ま
し
ょ

を
し
ま
し
ょ
うう

局局局局局局局局局局局局局局局
地地地地地地地地地地地地地地
的的的的的的的的的的的的的的
大大大大大大大大大大大大大大
雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨
かかかかかかかかかかかかかか
らららららららららららららら
身身身身身身身身身身身身身身
をををををををををををををを
守守守守守守守守守守守守守守
るるるるるるるるるるるるるる
たたたたたたたたたたたたたた
めめめめめめめめめめめめめめ

地
的
大
雨
か
ら
身
を
守
る
た
め
ににににににににににににににに

非
課
税
世
帯
の
方
へ

　
水
道
・
下
水
道
福
祉
料
金
の

 

手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

　
本
市
独
自
の
取
り
組
み
と
し
て
、

水
道
・
下
水
道
料
金
の
福
祉
料
金

制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
現
在
「
家
事
用
」
の
ご
家
庭
で
、

世
帯
全
員
が
非
課
税
の
場
合
、
申

請
に
よ
り
（
代
理
人
、
ま
た
は
郵

送
で
も
提
出
で
き
ま
す
）
審
査
の

う
え
、「
福
祉
用
」
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

③
老
人
世
帯
　
　
歳
以
上
の
老
人

７０

単
身
世
帯
、
夫
婦
の
い
ず
れ
か

が
　
歳
以
上
の
世
帯
ま
た
は
　

７０

７０

歳
以
上
の
方
が
生
計
を
維
持
す

る
世
帯

④
重
度
身
体
障
が
い
者
世
帯
　
１

・
２
級
の
身
体
障
害
者
手
帳
の

交
付
を
受
け
て
い
る
方
の
収
入

で
、
生
計
を
維
持
し
て
い
る
世

帯

　
本
年
度
分
の
市
民
税
非
課
税
世

帯
で
次
の
①
か
ら
④
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
世
帯
で
す
。

①
生
活
保
護
世
帯

②
母
子
世
帯
　
母
子
家
庭
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
子

を
扶
養
し
、
母
親
の
収
入
で
生

計
を
維
持
す
る
世
帯

契
満
　
歳
未
満
の
子

２０

形
１
・
２
級
の
身
体
障
害
者
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
い
る
子

径
判
定
が
Ａ
の
療
育
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
る
子

恵
１
級
の
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
子

▽
印
鑑

▽
母
子
世
帯
で
形
・
径
・
恵
に
該

当
の
場
合
　
そ
の
証
明
と
な
る

も
の
の
コ
ピ
ー
・
ひ
と
り
親
家

庭
等
医
療
費
受
給
者
証

▽
老
人
世
帯
　
健
康
保
険
証
等
年

齢
の
確
認
が
で
き
る
も
の

▽
重
度
身
体
障
が
い
者
世
帯
　
身

体
障
害
者
手
帳

※
す
で
に
「
福
祉
用
」
の
世
帯
は
、

更
新
等
の
手
続
き
は
不
要
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
　
土
木
建
築
グ
ル

ー
プ
（
市
役
所
２
階
緯
４
２
～

２
２
２
３
・
２
２
２
５
）

申
請
に
必
要
な
も
の

対
象
と
な
る
世
帯


